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 もう一度，中央教育審議会答申「初等中等教育に
おける当面の教育課程及び指導の充実・改善方策に
ついて」を取り上げる。 

 

 前号で述べたように，中教審答申は，①学習指導
要領の基準性，②総合的な学習，③個に応じた指導

の三点について，学習指導要領の総則等の見直しを
提言している。 
 答申は，このほかにもう一つ，「指導時間の確保」

の問題を取り上げている。しかし，答申のこの部分
はなぜか歯切れがわるい。 
指導時間の確保に関する提言の冒頭から，「指導

時間の確保とは，標準時数を形式的に確保すること
だけを意味するものではなく，指導方法・指導体制
の質的な改善を図りつつ，指導に必要な時間を実質

的に確保することを意味する」と，抽象的な精神論
で始まっている。 
 提言内容は，①各学校における状況把握と説明責

任，②指導時間を確保するための工夫，の二つの観
点に分けて書かれているが，具体的な改善施策には，
様々なことがごった煮的に盛り込まれていて，わか

りにくい。で，答申のポイントを整理してみると，
おおむね次のようになろうか。 
(1) 学年，学期，月ごと等に授業時数の実績の管

理や学習の状況の把握を行うなどの自己評価を実
施すること。 

(2) 年間の行事予定や各教科の年間指導計画，そ

れらの実施状況を積極的に公表し，保護者や地域
住民に説明責任を果たすこと。 

(3) 必要に応じ，形式的な年間授業の「標準」時

数にとらわれないで，それ以上の時間を確保する
こと。 

(4) 学校の実態に応じ，時間割の見直し，短縮授
業の見直し，35 週以上にわたる授業計画，学校行
事の実施の工夫を行うこと。 

(5) 長期休業日の増減や２学期制の導入等につい
ては，全国一律に実施する性格のものではなく，
各教育委員会が教育的効果等を勘案して判断する

こと。 
 

 わが国の標準授業時数は，諸外国に比べると低位

レベルにある。国立教育政策研究所の調査（2002
年）によると，調査対象国（アメリカ，カナダ，イ
ギリス，フランス，ドイツ，イタリア，オーストラ

リア，中国，韓国など 15 か国）のなかで，わが国
の授業時数は，小学校で下位から５番目，中学校で
下位から４番目である。 

アメリカ，イギリス（中学は別），フランス，ド
イツ，イタリアなどの授業時数は，いずれもわが国
より多い。 

 こうした実態にかんがみると，中教審からもっと
積極的な提言があってしかるべきだったように思う。
答申は，一応「標準時数以上の時間を確保すること」

を求めているが，それも「必要に応じ」と遠慮がち
だ。また，指導時数確保の具体方策となると，あれ
もこれもと挙げるだけで，何をどうしたらいいのか

はっきりしない。 
 児童・生徒の学力向上のためには，各教科にかか
る授業時数の確保が不可欠だ。中教審答申が明確で

ない分，各教育委員会において授業時数の確保につ
いてより明確な方針を示し，管下の学校の指導にあ
たることが必要であろう。 

（ひしむら・ゆきひこ＝国立教育政策研究所名誉所員） 
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